
■ 歳　入 R４年度
（当初予算）

R３年度
（当初予算）

差引額

317.4億円 339.7億円 -22.3億円

②国庫支出金 211.9億円 212.1億円 -0.2億円

　定率国庫負担金 (141.2億円) (143.3億円) -(2.1億円) 保険給付費等に要した費用の32％を国が負担

　調整交付金 (53.2億円) (50.6億円) (2.6億円)

　保険者努力支援交付金 (9.5億円) (10.9億円) -(1.4億円)

　高額医療費負担金 等 (7.9億円) (7.3億円) (0.6億円)

③繰入金 47.7億円 47.6億円 0.1億円

　定率県負担金 (39.7億円) (40.3億円) -(0.6億円) 保険給付費等に要する費用の９％相当額を県が負担

　高額医療費負担金 (6.1億円) (5.5億円) (0.6億円)

  特定健診等負担金　等 (1.8億円) (1.9億円) -(0.1億円)

④共同事業交付金 1.4億円 1.0億円 0.4億円

⑤納付金 222.9億円 228.0億円 -5.1億円 医療費指数、所得能力に応じた市町村の負担

⑥その他 10.1億円 8.1億円 2.0億円

歳入合計 811.4億円 836.6億円 -25.2億円 ※端数処理のため、合計額と必ずしも一致しない。

■歳　出 R４年度
（当初予算）

R３年度
（当初予算）

差引額

①保険給付費等交付金 662.7億円 685.2億円 -22.5億円

　普通交付金 (644.0億円) (667.3億円) -(23.3億円) 市町村に交付する保険給付費等

　特別交付金 (18.7億円) (17.9億円) (0.8億円)

②後期高齢者支援金等 109.3億円 111.5億円 -2.2億円

③前期高齢者納付金等 0.2億円 0.2億円 0.0億円

④介護納付金 36.3億円 36.8億円 -0.5億円

0.2億円 0.7億円 -0.5億円

⑥共同事業拠出金 1.4億円 1.0億円 0.4億円

⑦保健事業費 1.2億円 1.2億円 0.0億円

⑧その他 0.1億円 0.1億円 0億円

歳出合計 811.4億円 836.6億円 -25.2億円 ※端数処理のため、合計額と必ずしも一致しない。

病床転換支援金等、総務管理費、運営協議会費、基金積立
金 等

①前期高齢者交付金 前期高齢者（６５～７４歳）の医療費負担を保険者間で調
整するための支払基金からの交付金

都道府県間の財政不均衡等を調整する交付金

財産収入、繰越金　等

国保の介護被保険者（４０～６４歳）の介護給付費に係る
支払基金への拠出

特別高額医療費共同事業（１件４２０万円超のレセプトの
２００万円超）に係る国保中央会からの交付金

市町村の個別事情に応じて交付

後期高齢者の医療費負担に係る支払基金への拠出

前期高齢者の医療費負担に係る支払基金への拠出

医療費適正化や収納率向上等の保険者努力に対する交付金

１件８０万円以上の高額医療費の国負担分（１/４） 等

１件８０万円以上の高額医療費の県負担分（１/４） 等

市町村国保における保健事業を支援

特別高額医療費共同事業（１件４２０万円超のレセプトの
２００万円超）に係る国保中央会への拠出

令和３年度療養給付費等交付金に係る精算償還金
⑤療養給付費等交付
金償還金

令和４年度 富山県国民健康保険特別会計予算について
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保険料 　保険給付費

国

各市町村 国保特別会計

社会保険診療報酬支払基金（支払基金）

①前 期 高 齢 者

交付金 ３１７．４億円

②後 期 高 齢 者

支援金等１０９．３億円

③前 期 高 齢 者

納付金等０．２億円

④介護 納 付 金

３６．３億円

県
一般会計

①保険給付費等

交付金６６２．７億円⑤納 付 金

２２２．９億円

国保

中央会

被 保 険 者 医 療 機 関

富山県国保特別会計

歳入歳出当初予算要求額 ８１１．４億円

②国 庫 支 出 金

２１１．９億円

（内訳）
※端数処理のため合計額と必ずしも一致しない

定率国庫負担金 １４１．２億円

調整交付金 ５３．２億円

保険者努力支援交付金 ９．５億円

高額医療費負担金等 ７．９億円

③一般会計繰入金

４７．３億円

⑥共同事業拠出金

１．４億円

④共同事業交付金

１．４億円

●歳 入

【前期高齢者交付金】 （当年度概算見込額と２年前精算額の合計額が当年度の交付額）

・当年度概算見込額は、前期高齢者の保険給付費見込額が前年度より減となっため、約12.8億円の減となった。

・令和２年度分の精算額は、確定額が交付済額よりも低く返還（概算交付分と相殺）となり、前年度（4.3億円の追加交付）より

約9.5億円の減となったことで、総額として約22.3億円の減となった。

【定率国庫負担金（32％）】、【定率県負担金（９％）】

保険給付費等の減により、国庫負担金は約2.1億円、県負担金は約0.6億円の減となった。

【納付金】

団塊世代が後期高齢者医療制度に本格移行する初年度で、被保険者数の減少幅が大きく、１人あたり負担額の増加傾向

が見受けられたため、繰越金を活用し、保険給付費等の自然増程度まで１人あたり納付金額を減少させたことで、総額で5.1

億円の減となった。

【その他（繰越金）】

納付金の急激な増を避けるために繰越金を活用したことで約２億円の増となった。

●歳 出

【保険給付費等交付金】

・団塊の世代が後期高齢者医療制度に移行し始め、被保険者数が前年比5.6％減となったことで、約25.5億円の減となった。

・令和４年度より保険給付費等交付金の対象経費に審査支払手数料等の経費を加えたことで、約2.2億円の増となった。

【後期高齢者支援金等】 （当年度概算見込額と２年前精算額の合計額が当年度の支払額）

当年度概算見込額は、後期高齢者の窓口負担割合見直しの影響で1人当たりの負担額の増加幅が抑えられ約0.9億円の

増となり、令和2年度の精算（返還）額が前年度より約3.0億円の増となったことで、総額約2.2億円の減となった。

【介護納付金】 （当年度概算見込額と２年前精算額の合計額が当年度の支払額）

当年度概算見込額は、被保険者数が減になったことで約0.3億円減少し、令和２年度の精算（返還）額が約0.2億円増と

なったことで、総額0.5億円の減となった。

財政安定化

基金

17億円

③基金繰入金

（特例基金分）

０．４億円

⑥その他（繰越金等）

１０．１億円

⑤療養給付費等交付金

償還金 ０．２億円

⑦保険事業費

１．２億円

⑧その他

０．１億円
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